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所沢市立老人憩の家設置及び管理条例新旧対照表 

新 旧 

（利用時間） （利用時間） 

第５条 老人憩の家の利用時間は、午前９時から午後４時30分まで

とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市

長の承認を得てこれを変更することができる。 

第５条 老人憩の家の利用時間は、午前９時から午後４時30分まで

とする。 

 ２ 浴場の利用時間は、次のとおりとする。 

     名称 利用時間  

     所沢市立老人憩の家 さくら

荘 

午後１時から午後３時まで  

     所沢市立老人憩の家 みかじ

ま荘 

正午から午後３時まで  

     所沢市立老人憩の家 こてさ

し荘 

正午から午後３時まで  

     所沢市立老人憩の家 とみお

か荘 

正午から午後３時まで  

     所沢市立老人憩の家 ところ

荘 

午後１時から午後３時まで  

 ３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認め

るときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。 

 


